
「⻑野県公共事業等環境配慮推進要綱」の対象地区 左記以外の地区（地すべり対策事業を除く）

事業計画策定
（新規地区）

事業採択
事業着手

事業実施
（毎年度）

 

事業完了

農業農村整備事業における環境配慮取組フロー

公共事業環境配慮書を作成

（環境配慮調書と整合）

特別仕様書に具体的な環境配慮事項を明記

業務︓環境との調和に配慮した調査・設計を実施

⼯事︓設計報告書に基づき、環境との調和に配慮した⼯事を実施

公共事業環境配慮書に基づき、業務及び⼯事を実施

公共事業環境配慮書を公表

実施報告書を農地整備課に提出

（別紙４）

実施状況報告書を農地整備課に提出

⼯事において特有の対策を実施した場合は、環境配慮実施報告書を農地整備課に提出

事業計画策定及び事業実施において活用

環境配慮調書を作成

環境情報協議会を開催するなど、学識経験者や地域住⺠の意⾒を参考

田園環境整備マスタープラン（農村環境計画）の内容を踏まえる

環境配慮調書に基づき、業務及び⼯事を実施

「⻑野県公共事業等環境配慮推進要綱」に基づき実施


